
秩父市農業委員会　令和８年　第４回定例総会　議事録 

 

１　開会閉会の日時及び場所 

（１）開会日時　令和８年４月２２日（水）午後２時００分 

（２）閉会日時　令和８年４月２２日（水）午後３時４８分 

（３）場　　所　秩父市役所　歴史文化伝承館　２階ホール 

　 

２　会議を組織する委員の定数 

　（１）定員数　２７名（農業委員１３名、農地利用最適化推進委員１４名） 

　（２）現在数　２７名（農業委員１３名、農地利用最適化推進委員１４名） 

 

３　出欠席の状況及びその氏名　 

出席数　２６名（農業委員１３名、農地利用最適化推進委員１３名） 

 

　　◎印　農業委員会長　　○印　会長職務代理者　　●印　議事録署名人 

 

 
農業委員 農地利用最適化推進委員

 議席

番号
農業委員氏名

出席 

状況

議事録 

署名人
地区 推進委委員氏名

出欠 

状況

 １番 新　井　　　範 出席 第１

区域

今　井　和　美 出席

 ２番 〇吉　川　　　稔 出席 ● 松　澤　眞　一 欠席

 ３番 青　野　孝　司 出席 ● 第２

区域

栗　原　恒　明 出席

 ４番 黒　田　昭　雄 出席 関　根　正　男 出席

 ５番 長　谷　川　玲 出席 第３

区域

田　口　徳　行 出席

 ６番 ◎横　田　　　友 出席 小久保　健　司 出席

 ７番 豊　田　恵　男 出席 第４

区域

齊　藤　　　稔　 出席

 ８番 黒　沢　昌　治 出席 富　田　典　孝 出席

 ９番 〇新　田　恭　一 出席

第５

区域

新　井　明　弘 出席

 10 番 芦　田　希　美 出席 新　舟　文　男 出席

 11 番 冨　田　博　明 出席 岡　田　英　幸 出席

 12 番 井　原　愛　子 出席 髙　田　忠　一 出席

 13 番 新　井　一　雄 出席 第６

区域

木　村　誠　司 出席

 浅　見　喜　一 出席



　　 

４　議事日程 

 

日程第１　　開会・開議 

日程第２　　議事日程の報告 

日程第３　　総会成立の報告 

日程第４　　議事録署名委員の指名 

日程第５　　諸報告 

日程第６　　審議議案の報告 

日程第７　　議案審議 

議案第１８号　農地法第３条の規定による許可申請について　   　　 （２件） 
議案第１９号　農地法第４条の規定による許可申請について　　　  　（２件） 
議案第２０号　農地法第５条の規定による許可申請について　　　　（１３件） 
議案第２１号　農用地利用集積等促進計画の意見について　　　　　  （１件） 
議案第２２号　農地法第２条第１項に規定する農地に該当するか否かの判断について　（１件）　　　　　　　　　　　

日程第８　　閉議・閉会 

 

５　農業委員会事務局職員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
職　名 氏　　名 備　考 職　名 氏　　名 備　考

 事務局長 黒　澤　美紀子 主　　幹 小　川　英　孝 書記

 主　　査 笠　原　信　之 主　　任 川　上　僚　太 書記

 主　　査 平　沼　治　貴 主  　任 森　前　大　樹

 主  　事 髙　野　友　陽



 

６　会議の概要 

 

日程第１　　開会・開議 

議長（横田　友会長）　ただいまから、秩父市農業委員会令和８年第４回定例総会を開会いたしま

す。これより、本日の会議を開きます。 

 

 

日程第２　　議事日程の報告 

議長（横田　友会長）　まず、議事日程につきましては、印刷の上、お手許に配付いたしましたので、

ご了承願います。 

 

 

日程第３　　総会成立の報告 

議長（横田　友会長）　はじめに、本日の総会の委員の出席者数につきまして事務局より報告を 

お願いします。 

黒澤事務局長　本日の出席は、農業委員は、１３名中１３名、農地利用最適化推進委員は、１４名 

中１３名です。 

議長（横田　友会長）　事務局より報告がありましたとおり、農業委員の過半数が出席しておりま

すので、農業委員会等に関する法律　第２７条第３項の規定により、本日の総会は成立しており

ます。 

 

 

日程第４　　議事録署名委員の指名 

議長（横田　友会長）　次に、議事録署名委員の指名についてですが、議長において指名すること 

に異議はありませんか。 

（「異議なし」と言う人あり） 

議長（横田　友会長）　異議なしと認めます。よって、議長において指名いたします。 

２番　吉　川　　稔　委員　及び　３番　青野　孝司　委員　以上、お二人にお願いいたします。 

なお、本日の会議書記には、事務局職員の小川主幹　及び　川上主任　を指名いたします。 

 

 

　日程第５　　諸報告 

議長（横田　友会長）　次に、諸報告でございますが、前回総会以降に処理した案件について報 

告いたします。事務局に説明をさせます。 

黒澤事務局長　本日付け、報告文書をご覧ください。まず　１　通知書の受理についてです 

農地法第１８条第６項の規定による合意解約に伴う通知書となっております 

番号１が農林公社と耕作者との間で、番号２が所有者と農林公社との間での解約となります。 

合意が成立した日、および土地の引き渡しの時期等はそれぞれ通知書記載のとおりでございます。 

次に　２　農業用施設の設置についてです 

詳細は記載のとおりでございます。番号１ですが、届出者は、●●●●や●●●●の選定・箱詰め

作業場として必要とするため届出がされたものでございます。番号２ですが、届出者は営農用の

●●●●●等を所有しているが、農地から離れた箇所に置き、雨ざらしとなっているため、倉庫を

建設し保管場所とするため届出がされたものでございます。以上でございます。 

 

 

 



 

日程第６　　審議議案の報告 

議長（横田　友会長）　次に本日、審議していただく議案について、事務局長に報告をさせます。 

黒澤事務局長　令和８年第４回定例総会において、ご審議いただきます議案について申し上げます。 

議案第１８号　農地法第３条の規定による許可申請について　　　　（２件） 
議案第１９号　農地法第４条の規定による許可申請について　　　　（２件） 
議案第２０号　農地法第５条の規定による許可申請について　　　　（１３件） 
議案第２１号　農用地利用集積等促進計画の意見について　　　　　（１件） 
議案第２２号　農地法第２条第１項に規定する農地に該当するか否かの判断について　（１件）　　　　　　　　　　　

以上でございます。　 

 

 

日程第７　　議案審議 

議案第１８号上程　　農地法第３条の規定による許可申請について 

議長（横田　友会長）　次に、議案第１８号「農地法第３条の規定による許可申請について」を議 

題といたします。事務局に議案の説明をさせます。 

事務局（川上主任）　私からは番号１について説明します。譲受人、譲渡人、土地の所在、契約内容

等は、議案書記載のとおりです。申請地は、●●●●、畑 1筆、田１筆、合計面積は合計●●㎡で、

令和●年に相続により取得した農地です。 

案内図をご覧ください。申請地は●●●●●から西●●●ｍに位置しております。 

申請事由について説明します。この度、農業経営規模拡大を行う意思がある譲受人と当該申請地で

耕作を行う意思がない譲渡人との間で話がまとまり、申請に至りました。 

譲受人の農作業歴は●年あり、年間従事日数は●●●日を予定しており、本人以外に世帯員等が●

名農作業に従事する予定で、農機具は●●●●を●台所有しています。また、作付計画では、●●、

●●●、●●●●●、●●●●を栽培する計画です。権利の種類は、所有権移転です。 

なお、譲受人の所有農地を確認したところ、●筆が自宅の一部として利用されておりました。その

ため、今回農地転用申請を同時に手続きしており、この後議案２０号番号４で審議していただく予

定です。現地を確認したところ、耕作準備の状態でした。説明は以上です。 

事務局（髙野主事）　続きまして私からは番号２について説明します。譲受人、譲渡人、申請地、契

約内容等は、議案書記載のとおりです。申請地は、●●●●●　●●●、畑１筆、●●●●㎡で、

昭和●●年に相続で取得した土地です。案内図をご覧ください。 

申請地は●●●●●●●●●から西に約●●●ｍの地点にあります。申請理由は、経営規模拡大

です。譲受人は現在申請地まで●●●●●の近隣の場所に在住しております。申請地は譲受人と

譲渡人の間で平成●●年●月から●●年間賃貸借の設定で、現在は既に法改正で廃止されている

当時の利用権設定促進事業の契約を結んでおります。この利用権設定促進事業の契約期間が令和

●年●月末で満了となるため、農地法３条による方法でこのたびの申請に至ったとのことです。 

譲受人は●●代、農作業歴は●●年あり、それ以前に民間の●●●●での農業技術修学歴も●年

あります。他の耕作労働力としまして●●代の●●●●がおり、問題ないと思われます。保有する

農機具等につきましては、●●●●●、●●●●●●●になります。●●●、●●●●、●●●●

●、●●●などを作付予定となっております。 



先日、委員さんおよび推進委員さんと共に現地を確認したところ、既に耕作状態で●●●等の●

●が植えられておりました。説明は以上です。 

議長（横田　友会長）　事務局の説明が終わりました。続きまして、担当委員及び担当農地利用最

適化推進委員の意見を伺います。 

２番　吉川　稔委員　２番吉川です。番号１について意見申し上げます。概要の方は事務局が説明した

通りです。私と事務局の方で現地に行った時ですね、ちょっと感じたことというか、入口の方から、今

回あの先程言った違反というか家の横が、また次の案件で出てくると思うんですけどもありまして、今

回の件に関しては、そこで規模拡大ということで、その手前が本人の一団で続けてできるということで

も、規模拡大に関しては特に問題がないというように判断しました。それとその横に、譲渡人の土地が

隣接してるとこがあるんですけど、そこも、一部ちょっとあの違反的な案件になるという部分がありま

したんで、事務局の方にそれを話しておいて、是正してくれるのかなという風に判断しました。あとは

３条案件なので、推進さんの意見の方を尊重していただきまして、判断していただければと思います。

以上です。 

１区今井　和美委員　1区の今井です。私に関しては３条の方だけですので、この件だけを見てみます

と、ここの土地はもう既に耕作中で、よく埋めとかもしてあって、●●●●がもう２柵ほど植えてあっ

て、農地としては、問題ないかなと思います。ご審議よろしくお願いします。 

１３番　新井　一雄委員　１３番新井です。番号２番について意見を申し上げます。概要は、事務局の

説明の通りです。借受人は●●歳で、農業歴●●年、●●●●に住んでおりまして、●●●●を挟んで

すぐ正面の土地で、賃貸借権●●●の契約を結ぶということです。そこで、農業を行いたいとのことで

す。なんら、問題もなく喜ばしいことだと思います。ご審議の程お願いいたします。 

６区　浅見　喜一委員　６区の浅見です。説明は髙野主事、委員の新井一雄さんの言われた通りです。

現地を見させていただいたところ本当に、綺麗にですね、●●●●、●●●●等が一部植わっていまし

て、あとは、まだあの作物はないですけれども、耕されていてですね、非常に素晴らしい畑になったな

という風に感じております。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

議長（横田　友会長）　ありがとうございました。以上が、担当委員及び担当農地利用最適化推進員

の意見でした。これより、議案に対する質疑に入ります。あわせて、議案に対する意見を伺います。

意見ございませんか。 

３区　小久保　健司委員　３区の小久保です。さっきあの説明してもらって、聞き落としたかなと思う

んですけどね、これ規模拡大ってあるんですけど、これ合計はどのぐらいな面積になるわけですか。両

方とも。 

事務局（川上主任）　ご質問ありがとうございます。合計は現在の経営面積と合わせて、現在の経営面積

はあの自宅の裏で、小さいながら●●㎡ございまして、今回のところと合わせますと、●●㎡です。 

３区　小久保　健司委員　はい、いや今後の規模拡大を期待しています。あと、この２番目の方はどの

くらいですか？ 

事務局（髙野主事）　２番の方なんですが、既に農地を●●●㎡取得してまして、それから今回の●●●

●㎡ということです。 

議長（横田　友会長）　他に、ご質問等はございませんか 

（「質疑なし」と言う人あり） 



議長（横田　友会長）　質疑なしと認めます。以上で、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。議案第１８号について、賛成をする諸君の挙手を求めます。 

（挙手を確認する） 

議長（横田　友会長）　全員が賛成であります。よって、本案はそのように決しました。 

 

 

議案第１９号上程　　農地法第４条の規定による許可申請について 

議長（横田　友会長）　議案第１９号「農地法第４条の規定による許可申請について」を議題とい 

たします。事務局に議案の説明をさせます。 

事務局（川上主任）　私からは番号１について説明します。申請者、土地の所在等は、議案書に記載

のとおりです。申請地は、●●●●、畑、１筆、●●㎡ で令和●年に相続により取得した土地で

す。案内図をご覧ください。申請地は●●●から北東に約●●●ｍ離れた場所にあり、立地の基

準につきましては、都市計画法上の用途地域が定められている区域内の農地として第３種農地と

判断しました。転用の目的は、駐車場です。 

申請事由について説明します。申請者は自宅からほど近い申請地を、令和●年●●月から駐車場

として使用しておりました。この度、申請地が農地法の許可を受けていない農地であることが発

覚し、今後も使用する意思があるため、是正を行うために始末書添付の上で申請に至りました。 

資金調達計画も整っております。現地確認したところ、既に駐車場として利用されていました。 

事務局（森前主任）　議案書３ページをご覧ください。私からは番号２について説明します。 

申請者、土地の所在等は、議案書に記載のとおりです。申請地は、●●●●●●●●、畑、１筆、

計●●●㎡ です。農地の他に●●●●１筆、計●●●●●㎡を一体利用し、全体で合計●●●●

●㎡を利用します。案内図をご覧ください。申請地は●●●●から西に約●●●ｍ離れた場所に

あり、立地の基準につきましては、市街地化の傾向が著しい区域にある農地として第３種農地と

判断しました。転用の目的は、集合住宅の建設です。 

申請事由について説明します。申請地は昭和●●年に先代が資材置場として農地転用許可を受け、

建築の資材置場として使用されていました。しかし、当時は先代の事業で住宅建築の受注も多く、

住宅の建築が完了するまでの間、集合住宅を建築し顧客の仮住まいとして利用していました。先

代が亡くなり、申請者が相続に向けた調査をしたところ、先代の時に地目変更登記をせずに集合

住宅を建築していたことが判明しました。なお、今回の申請は、当時許可を受けた資材置場の用途

とは異なる集合住宅として使用していたことから、改めて始末書添付の上で手続きを行うもので

す。なお、本件に関しては追認案件であるため、新たな資金は発生しません。以上です。 

議長（横田　友会長）　事務局の説明が終わりました。続きまして、担当委員の意見を伺います。 

２番　吉川　稔委員　２番吉川です。番号１について意見を申し上げます。説明は、事務局の説明した

とおりであります。それで、この駐車場に今回なんですけども、以前、その横がですね、去年、専用駐

車場で使うような感じで出た時があったんですけども、その時にそこが駐車場で使ってたんですよね。

そういう形で、事務局の方で、注意したというか判断したというようには、私の方は解釈したんですけ

ども、今回あがってきたということで、是正していただけるならいいことであるし、駐車場として使っ

ていただけることで、問題ないというように判断いたしました。以上です。 



１番　新井　範委員　１番新井です。番号２についてですが、事務局の方でご案内の通りです。先だっ

て見に行ったところ、なかなかいつも自分でもここを通って見てた所なんですが、ここは相続の物件と

いうことで、相続で●●が農地のところに、ちょっと物件を作ってあったという話を伺いましたんで、

止むを得ないんではないかなと、相続であの発覚したということだと思いますので、皆さんのご判断の

程よろしくお願い申し上げます。 

議長（横田　友会長）　ありがとうございました。以上が、担当委員の意見でした。 

これより、議案に対する質疑に入ります。あわせて、議案に対する意見を伺います。 

質問等はありますか。 

（「質疑なし」と言う人あり） 

議長（横田　友会長）　それでは質疑、意見等無いようですので、質疑なしと認めます。 

以上で、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。議案第１９号について、賛成をする諸君の挙手を求めます。 

（挙手を確認する） 

議長（横田　友会長）　全員が賛成であります。よって、本案はそのように決しました。 

　　 

 

議案第２０号上程　　農地法第５条の規定による許可申請について 

議長（横田　友会長）　次に、議案第２０号「農地法第５条の規定による許可申請について」を議 

題といたします。事務局に議案の説明をさせます。 

事務局（川上主任）　私からは番号１から番号４について説明します。議案書の３ページをご覧く

ださい。まず、番号１について説明します。譲受人、譲渡人、土地の所在等は、議案書に記載のと

おりです。申請地は、●●●、畑、１筆、●●●㎡ で平成●年に相続により取得した土地です。 

案内図をご覧ください。申請地は●●●●●●から南東に約●●●ｍ離れた場所にあり、立地の

基準につきましては、都市計画法上の用途地域が定められている区域内の農地として第３種農地

と判断しました。転用の目的は、長屋住宅の建築です。 

申請事由を説明します。譲受人は申請地がコンビニ、病院、公園、学校などからほど近く、生活環

境が整い利便性が高いことから、申請地へアパートを建築し経営したいとして、この度申請に至

りました。権利の種類は所有権移転で資金計画は整っており、本転用について隣接する農地の耕

作者から承諾を得ております。現地を確認したところ、保全管理の状態でした。 

次に番号２について説明します。 

譲受人、譲渡人、土地の所在等は、議案書に記載のとおりです。　 

申請地は、●●●、田、１筆、●●●㎡で平成●年に相続により取得した土地です。 

案内図をご覧ください。申請地は●●●●から南東に約●●●ｍ離れた場所にあり、立地の基準

につきましては、都市計画法上の用途地域が定められている区域内の農地として第３種農地と判

断しました。転用の目的は、自宅兼事業敷地です。申請事由を説明します。譲受人・譲渡人それぞ

れの●は平成●年●●月●●日に農地法第５条農地転用の許可を受け、申請地を倉庫、駐車場、資

材置場として使用していました。しかし、その後、地目変更を行わないまま、平成●年頃に譲受人

の●が申請地へ転用目的と異なる住居を建築してしまいました。そして、この度、土地所有者が地



目変更を行おうとしましたが、許可証を紛失していたことに加え、当時の許可目的と異なる住宅

を建築していたことから、地目を変更することができませんでした。そのため、この度、現在の使

用状況で農地転用を行い、地目変更を行うために、改めて経緯書添付の上で申請に至りました。 

権利の種類は賃借権、権利の存続期間は●●年間です。また資金調達計画は整っており、隣接地に

農地はありません。なお、申請地に隣接する畦畔に譲受人が所有するプレハブ物置が設置されて

いますが、畦畔から移動する旨が記載された確約書が添付されております。現地を確認したとこ

ろ、自宅兼事業敷地として既に利用されておりました。 

次に番号３について説明します。 

譲受人、譲渡人、土地の所在等は、議案書に記載のとおりです。　 

申請地は、●●●、田、１筆、●●●㎡で令和●年に相続により取得した土地です。 

案内図をご覧ください。申請地は●●●●から南東に約●●●ｍ離れた場所にあり、立地の基準

につきましては、都市計画法上の用途地域が定められている区域内の農地として第３種農地と判

断しました。転用の目的は、貸駐車場です。 

申請事由を説明します。譲受人は、申請地が住宅街の中にあること、近隣の居住者から話を聞いた

ところ申請地周辺のエリアで貸駐車場の需要があること、申請地が自宅の隣接地で駐車場の管理

を容易に行えることから、申請地を買受け、貸駐車場として運営及び管理したいとして、この度、

申請に至りました。計画では●台分の貸駐車場を予定しています。権利の種類は所有権移転で資

金調達計画も整っており、隣接地に農地はありません。●月●●日に吉川委員と現地を確認した

ところ、既に車が●台駐車されていました。農地転用許可を受ける前に駐車場として使用してお

り、農地法違反の状態であったことから、同日代理人を通じて違反である旨を指摘しました。その

翌日、●月●●日の朝に現地を確認したところ、車は隣接の自宅へ移動されており、農地へ原状復

旧されていました。 

次に番号４について説明します。 

譲受人、譲渡人、土地の所在等は、議案書に記載のとおりです。申請地は、●●●●、畑、２筆、　

計●●●●㎡で平成●年に相続により取得した土地です。農地以外に●●など４筆　計●●●㎡

を一体利用し、農地と一体利用地合わせた面積は、合計●●●●●㎡となります。 

案内図をご覧ください。申請地は●●●から北東に約●●●ｍ離れた場所にあり、立地の基準に

つきましては、都市計画法上の用途地域が定められている区域内の農地として第３種農地と判断

しました。転用の目的は、自己用住宅の敷地拡張です。 

申請事由を説明します。譲受人は平成●年頃から申請地を自己用住宅の敷地の一部として利用し

ておりました。この度、議案第１８号番号１の農地法第３条申請を行うに当たり、譲受人が自己所

有農地を確認したところ、申請地が農地法の許可を得ていない農地であることが発覚し、始末書

添付の上で申請に至りました。権利の種類は使用貸借権、権利の存続期間は●●年間で新たな資

金は発生しません。また隣接地に承諾が必要となる農地はありません。現地を確認したところ、既

に宅地の一部として利用されていました。 

事務局（森前主任）　番号５番について説明します。申請者、土地の所在等は、議案書に記載のとお

りです。申請地は、●●●●●●、畑 1筆、●●●㎡ です。 

案内図をご覧ください。申請地は●●●●●●●●●●●●から北西に約●●●m離れた場所にあ



り、立地の基準につきましては、市街地化の傾向が著しい区域にある農地として第３種農地と判

断しました。転用の目的は、自己用住宅用地です。申請事由について説明します。現在、譲受人は

●●●●の●●●●●●●●で生活しており、手狭の状況が続いています。●●●●●を考え、近

隣に●●●や●●●があり、これから●●●●●いく上でとても心強い土地であることから本申

請に至ったとのことです。権利の種類は所有権移転で、売買です。資金調達計画は整っています。

また、隣接地の農地の所有者からも同意を得ています。現地を確認したところ、保全管理の状態で

した。説明は以上です。 

事務局（小川主幹）　番号７番について説明します。 

譲受人、譲渡人、土地の所在、契約の内容等は、議案書記載のとおりです。申請地は、●●●、　畑

１筆、●●●㎡で、平成●●年に相続により取得した土地です。申請地は●●●●から東に約●●

●ｍ離れた場所にあり、立地の基準につきましては、市街地化の傾向が著しい区域にある農地と

して第３種農地と判断しました。 

転用目的は、宅地分譲用地でございます。譲受人は、●●●●を営んでおりますが、申請地周辺は

学校が近く、商業施設もあり住環境がよい地域なので、農地を買受け宅地分譲にしたいと計画い

たしました。現地は、●●●が●●本ほどあり耕作管理されておりました。 

番号８番について説明します。 

譲受人、譲渡人、土地の所在、契約の内容等は、議案書記載のとおりです。 

申請地は　●●●●●、畑２筆、●●●㎡で、平成●年に相続により取得した土地です。申請地は、

●●●●●の北側約●●●ｍに所在する土地で、立地の基準につきましては中山間地に存在する

農業公共投資の対象となっていない小集団の農地として、第２種農地と判断いたしました。転用

目的は、自己用住宅でございます。 

譲受人は、現在、●●●に居住しておりますが、●●●●●●●へ転勤することになり、また将来

は、●●●●●●●するため、●●●●から土地を使用貸借して自己用住宅を建築したいと申請

されました。現地は、不耕作地でございました。 

番号９番について説明します。 

譲受人、譲渡し人、土地の所在、契約の内容等は、議案書記載のとおりです。 

申請地は　●●●●●●、畑６筆、●●●●㎡で、平成●●年、平成●●年に相続により取得した

土地です。申請地は、●●●●●から至近距離●●●ｍ以内にある農地で、立地の基準につきまし

ては、市街地化の傾向が著しい区域にある農地として第３種農地と判断しました。参考までに、農

地法の立地区分上、第３種農地である農地の転用については、原則許可ということになっており

ます。転用目的については、「こども食堂」を開設する計画です。譲受人は、●●●●で●●●を

営んでおりますが、地域社会への恩返しの一環として、子供や子育て世帯を支援する場所を提供

したいと計画いたしました。施設としましては、食堂兼コミュニティ施設が●棟、駐車場●●台

分、こども遊び場を計画しております。 

建物の設計図、配置図、資金調達の計画、資金の裏付けなど、書類は整っております。 

なお、申請地の一部の農地については、いわゆる青地でございましたが、今回の計画を進めるにあ

たり、農業政策課に除外申請をしており、令和●年●月に除外が認められております。 

　現地は、不耕作地でございました。 



黒澤事務局長　私からは、番号１０、番号１１について説明します。権利の種類により分かれてお

りますが、一帯利用地となっておりますので一緒に説明します。譲受人、譲渡人、土地の所在等

は、議案書に記載のとおりです。申請地は、●●●●●、畑３筆と、●●●●●、１筆で●●の３

筆は平成●●年に、●●は昭和●●年に相続により取得した土地です。 

案内図をご覧ください。申請地は　●●●●●●●から東に約●●●ｍ離れた場所にあり、立地

の基準につきましては、土地改良区内の農地として第１種農地と判断しました。 

転用の目的は、自動車整備工場です。申請事由を説明します。譲受人は昭和●●年●月に相続人の

一人として●●●●●●●を新設し営業を続けておりましたが、土地改良事業により地番等の変

更が生じた際、農地法に於ける手続きを行わずにいたため、始末書添付の上、今回是正申請してお

ります。権利の種類は、番号１０、●●の２筆は売買による所有権移転、番号１１の２筆は賃借権

となり、資金調達計画も整っており、隣接耕作農地の耕作者から転用に対する承諾書が提出され

ています。なお、申請地の内、●●●●●●●は、農業振興地域農用地区域でしたが、令和●年●

月●●日付で除外手続きが完了しています。現地を確認したところ、●●●●●●●として利用

されておりました。説明は以上です。 

事務局（笠原主査）　続きまして、番号１２について、説明します。譲受人、譲渡人、土地の所在、

契約内容等は、議案書記載のとおりです。申請地は●●●●●●、畑 1筆、●●●㎡で、平成●

●年に相続により取得した土地です。案内図をご覧ください。 

申請地は、●●●●●の西約●●●ｍ付近に位置しており、●●●●●●●●●●●から●●●m

以内の地域内にある農地のため、「市街化区域又は市街化の傾向が著しい区域内にある農地」に近

接する区域、その他市街化が見込まれる区域内にある農地として、第２種農地と判断いたしまし

た。 

転用目的は、自己用住宅です。申請事由ですが、譲受人は現在、市内の●●●●に●●で居住して

おりますが、自己用住宅の建築をしたいと考えるようになりました。 

将来のことを見据え、●●●●ができるよう、●●に近いところでの建築を計画していたところ、

●●●である譲渡人の土地を使用貸借にて借りられることとなり、このたび申請となりました。 

なお、申請地は、秩父市農業振興地域整備計画において、農用地区域内の農地とされておりました

が、令和●年●月●●日付で農用地から除外されています。資金調達計画は、整っています。 

また、隣接の畑 は譲渡人の土地で、●●●●●●●●●及び●●に隣接している土地のため、転

用により周囲の営農状況に支障が生じることはないものと考えます。●月●●日 現地を確認した

ところ、キレイに保全管理されている農地でした。説明は以上です。 

事務局（髙野主事）　続きまして、私からは番号１３について説明します。譲受人、譲渡人、申請地、

契約内容等は、議案書記載のとおりです。申請地は、●●●●●●●●、畑１筆、計●●●㎡で、

令和●年に相続で取得した土地です。案内図をご覧ください。申請地は●●●●●●●●●から

南東に約●●●ｍの地点にあります。本申請地は農業振興地域区域内の農用地でしたが、令和●

年●月●日付で除外の決定を受けております。 

立地の基準につきましては、●●●●●●●●●から●●●ｍ以内にある農地として、第２種農

地と判断しました。転用目的は、自己用住宅および進入路です。申請理由ですが、現在譲受人は●

●●●●●の賃貸住宅に家族で生活しており、●●●●●ことから将来のことを考え、土地を探



していたころ●●●所有の土地を借りて住宅を建築したいとのことです。申請地は●●近くであ

り、将来●●●●●●●●●必要となったときに、すぐに駆け付けることができ、また●●●●●

●●●●●●●●●ことから、このたび農地転用申請に至ったとのことです。 

権利の種類は●●年間の使用貸借権で、資金調達計画は整っております。また隣接する農地の所

有者の承諾書も添付されております。現地を確認したところ、不耕作の状態でした。説明は以上で

す。 

議長（横田　友会長）　事務局の説明が終わりました。続きまして、担当委員の意見を伺います。 

２番　吉川　稔委員　２番吉川です。番号１から、４まで意見申し上げます。初めに１番ですけども、 
ここ長屋住宅を今回計画してということで、ちょっと形的には変な土地になります。説明は先程事務局

が説明した通りなんですけども、隣接農地の誓約書もあるということですので、問題ないと思います

が、周辺の土地から高くなってるので、隣接農地の方に、水が流れていくのではないかと懸念しました。

しかしその後、事務局が代理人へ確認を行い、周辺農地へ雨水が流出しないように対策を講じるという

ことでしたので止むを得ないという判断をしました。続いて２番になります。これも先程事務局が説明

した通りで、今回是正するという部分で、違反していたということで始末書も添付され、書類も揃って

るということで、やむを得ないというようになると、よろしくお願いします。次３番なんですけど、そ

の手前がですね。以前転用で今現在家がもう立ち終わって、今外壁をやってるような外壁というか、外

構をやってるような状態です。で現地を、よく確認した時に、その前の家をやった時に以前盛土を少し

して、そっちの、今回上がってる案件の所を含め盛っちゃったんですよ。で事務局の方でそれは、注意

をして、削ってもらうということで、確認をしていただいたというような状態でした。で今回駐車場と

いうことで、上がってきてるんですけれども、当日確認した時に、もう駐車場として車が●台止まって

たという状態でした。で先程の説明の中で、その後また１７日の時に、事務局の方で確認したという話

でしたので、で私もたまたま昨日、もう１回確認したところまた止まってたので●台、農地法違反にあ

るというような、先程事務局の言った通りだと思います。そういった形で今回は、まずいと言うように

私はここは判断したんですけど、そこも含めて皆様に審議していただきたいと思います。よろしくお願

いいたします。次が４番の案件です。これさっき３条で上がってたところの兼ね合いが、先程私ちょっ

と言っちゃった部分なんですけど、そこが違反ということで、今回是正してくださいという部分であっ

て、そこをしないと３条の案件の関係も併せて、繋がる権利でありますので、やむを得ないではないか

と、やむを得ないと判断をいたしました。以上です。よろしくお願いします 

１番　新井　範委員　５番と６番を今回見てもらうわけですが、今までここ今現状でもそうなんですが、

自分が農地を見る時にいつも木が立ってるんで、ここが畑かさあっていうような所だったんですが、

ここは●●、秩父でも珍しいなあと思うんですが、●●●だったんすけども、でここが今度、譲渡され

るということで、先だって事務局と見にいったんですが、説明の部分については全て、事務局のご案内

の通りであります。一部まだなんか残してあるみたいで、残りはまたそのまま●●の木が残ってるん

だけども、自己用住宅というところが決まったようですので、皆様のご判断のほどよろしくお願いし

ます。 

２番　吉川　稔委員　２番吉川です。番号７について、意見申し上げます。概要については事務局が説明

した通りです。先日事務局と現地を確認してきました。その時に、まあ、農地パトロールでも見てるん

ですけど、そこ●●になっていて、管理されてる●●ということで、うーん、このままおいておいても



いいような気がしたんですけども、今回こういう形で、出てきてます。転用に関しては問題がないんで

すけども、まあちょっともったいない土地かなというように、私は感じたんですけども、ご審議よろし

くお願いいたします。以上です。 

９番　新田　恭一委員　２番、新田です。８番について意見を申し上げます。事務局の説明でありまし

た通り、自己用住宅ということでございます。この図面っていうか、写真を見てこうもらいますと少

し、変形しておりまして、縦に長いっていいますか。上の道からもう斜面になってまして、そこへ、一

戸建てを建設するという、少し出っ張ってるとこなんですが、そこが、申請地、住居ができるという風

なことらしいんですが、上は車が入る、また下は、なんつうだろな、畑にでもするんかなあなという風

な状況ですけれども。●●●●●●●をするということで、住宅を建設するということでございます

んで。別段問題はないんじゃないかなとこういう風に思います。よろしくお願いしたいと思います。以

上です。 
１２番　井原　愛子委員　１２番井原です。番号９について説明させていただきます。概要は事務局の

通りとなります。場所なんですが、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●が●●●●●●●●

●いるところの、本当にすぐ裏手になります。いつも車で通るだけなので、その後ろにこんなに広い農

地があったなんて、全然気付かなくてびっくりしたんですが、そこから入ると、今現在は整地された状

態で、こども食堂と付帯施設、駐車場を作るということで、かなりあの駐車場も●●台ぐらい止まれる

っていうスペースで、あの、ね、なかなか今こども食堂色々なところでやってたりするのですが、その

施設だけで、この規模と、大きさはなかなか一企業がやれるのが、ちょっとかなり驚いたところです。

あの近隣には、あの●●●●●さんとか、あの●●●●●さんとかもいるので、そういったところが、

なんで今まで何にも使ってなくて、何か使ってもいいのになっていう、とてもあの惜しい気持ちもあ

るんですけれども、まあ地域のためには、こども食堂というのも今求められてるとこもあるのかなと

思うので、皆さんのご審議のほどお願いできればと思います。 

８番　黒沢　昌治委員　８番黒沢です。１０番１１番について説明をします。内容は事務局の説明の通

りでございます。現地は、●●●●●●●●から入って、●●●メートルぐらいのとこです。先日、事

務局長と現地の確認してまいりました。駐車場、事務所、工場、倉庫がありました。これに対しては、

やむを得ないんかと思います。１１番ですが、同じく、工場とお車場、やむを得ないと思いました。ご

審議のほど、よろしくお願いいたします。 

１０番　芦田　希美委員　１０番芦田です。番号１２について意見を申し上げます。申請地を事務局と

現地の確認をしましたところ、保全管理されていて、あの杭が、こう立てられてるような感じで、もう

ちょっと準備が始まってるのかなっていう印象がありました。転用目的、また、あの周辺への影響や申

請書類関係なども問題ないと思われますので、やむを得ないかなと思います。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。 
１３番　新井　一雄委員　１３番新井です。番号１３について意見を申し上げます。概要は事務局の説

明の通りです。譲受人は、譲渡人の●●●●●●ということです。●●●●●に移住しまして、自己用

住宅を建設するということで、至極当然の案件だと思います。ご審議のほどお願いいたします。 
議長（横田　友会長）ありがとうございました。以上が担当委員の意見でした。これより、議案に対

する質疑に入ります。あわせて、議案に対する意見を伺います。質問等はありますか。　 

議長（横田　友会長）　よろしいでしょうか。ご質問等はございませんか。 



１３番　新井　一雄委員　１３番新井です。３点ほどお伺いしたいと思います。 
まず番号１ですが、確認の意味なんですけども、長屋住宅敷地で、長屋住宅を造るということで、譲受

人が●●●●●さんという方ですが、●●から通うなり、籍はそのままで、長屋住宅を経営するってい

う解釈で、よろしいでしょうか。 

事務局（川上主任）　はい、まず１点目について、回答いたします。現状移住するというお話はなくて、

●●にお住まいのまま、アパートを管理していくというお話かと思います。 

１３番　新井　一雄委員　はい、わかりました。ちょっとあの遠いので気になったもんですから。次

が番号４ですね。４の譲渡人が●●●●さん、譲受人が、●●●●さんと●●●●さん、住所が同じで

すけども、多分共有になるかと思いますけども、●●●●●●●●●●●●●●●●というのを教え

ていただきたい。 

事務局（川上主任）　●●●●●●●●で、●●●●●●●です。少し補足をさせていただきますと、

ちょっと見づらいんですけど、案内図をご覧いただきますと家が２軒あって、右が●●●●左が●●

●●の自宅ですね。で今回是正の手続きをするにあたって農地転用の申請を出すことになったんです

けれども、実質使用者が●●●●、●●●●●●おりますので、申請を出すにあたり特に●●●のお金

は発生していない状況ということで、表記上、今回使用貸借で、●●●●●●●●●●●という形にな

っております。現状今まで通り、●●●●●●のまま、●●●が現況だけ使わせていただくということ

です。 

１３番　新井　一雄委員　はい、それと番号９ですね。●●●●㎡で、地域社会に貢献するということ

で、こども食堂を作ると、駐車場を作るということですが、●●●●●さんが建設して、それでその後

ですね。●●●さんのほうで経営をしていくかどうか、そこの確認です。 

事務局（小川主幹）　●●●●●さんの商業登記簿、定款もあるんですけど、その中に、食堂の経営っ

ていう項目を新たに今回加えておりますので、恐らく、ご自身で、基本的な経営は●●●●●さんがや

ると思われます。 

１３番　新井　一雄委員　はい、わかりました。ありがとうございます。 

３区　小久保　健司委員　３区の小久保です。同じく９番、この案件は、農政総合の方で、●●●●●

●●に出た案件で、そのとき多くの意見が出ました案件であります。この現地調査は私が担当してま

す。それでも、最終的には３種農地ということで、やむをえないという説明も散々受けたんですけど、

なかなか私の方が理解できなくて、腹が立ったようなことがありました。それと、これがどうも、この

こども食堂の面積が●●●㎡、それに対しての、この他の敷地が非常に広いということで、その時も、

どうにかならないかっていう意見を出したんですけど、色んなことで、私だけの意見では、どうにもな

らない、皆さんのあの私が、しちゃあまずいんか分かんないけど、意見を出してもらいたいなと思って

るとこです。あと先程あの事務局の方から青地のところが、少しあるっていうような話があって、それ

が農政課の方にあの申請してそれから、除外を受けたということの私の方の理解が、なかなかできな

いんですけど、その辺のことをちゃんと説明していただけるかです。以上です。 

事務局（小川主幹）　はい。除外の時は、小久保さんも会議に出られたと聞いてるんですけども、その

会議の結果により、その青地から除外したっていうことになったんですけど。 

５区　高田　忠一委員　除外に自分も出たよね。 
３区　小久保　健司委員　うん。結局ここで除外の申請を受けて、農業委員会にかけなくてもいいんで



すか。 
事務局（小川主幹）　除外は農業政策課の方で所管しているので、そこで除外をしてから、今回農地転用

の申請をされたという手続きになっています。 
 
（休憩を求める声あり） 

議長（横田　友会長）　それでは、休憩といたします。 

　　　・・・休憩・・・ 

 

議長（横田　友会長）　休憩前に引き続き会議を開きます。他に、ご質問等はございませんか。 

（「質疑なし」と言う人あり） 

議長（横田　友会長）　質疑なしと認めます。以上で、質疑を終結いたします。 

　お諮りいたします。議案第２０号　番号１、番号２、番号４から番号１３について、賛成をする諸

君の挙手を求めます。 

（挙手を確認する） 

議長（横田　友会長）　賛成多数であります。よって、本案はそのように決しました。 

次に議案第２０号番号３につきまして、始末書を添付する条件を付すことで賛成する諸君の挙手

を求めます。賛成多数であります。よって、本案はそのように決しました。 

 

 

議案第２１号上程　農用地利用集積等促進計画の意見について 

議長（横田　友会長）　議案第２１号　農用地利用集積等促進計画の意見についてを議題とします。事

務局に議案の説明をさせます。 

事務局（小川主幹）　番号１について説明します。本件は、農地中間管理事業の推進に関する法律第

１９条第３項の規定により秩父市が農用地利用集積等促進計画を定めるにあたり、令和●年●月

●●日付けで、秩父市長からの依頼により、当委員会の意見を求められているものです。 

貸付人、中間管理機構、借受人、貸付に係る土地等については議案書、別紙に記載のとおりです。

申請地は、●●●●●、畑３筆、●●●㎡です。案内図をご覧ください。 

　申請地は●●●●●●●●●より東側約●●●ｍ付近に位置しております。 

　利用権を設定する期間は、令和●年●月●日から●●年間で、設定する権利は賃借権となってお

り、●●を作付する予定です。借受人の年齢は●●●、年間農業従事日数は●●●日を見込んで

おります。農機具につきましては、●●●●●、●●●●●●を保有しております。　現地を確認

したところ、耕作されておりました。 

議長（横田　友会長）　事務局の説明が終わりました。続きまして、担当委員および担当農地利用最

適化推進委員の意見を伺います。 

９番　新田　恭一委員　９番新田です。過日現地を確認いたしました。この土地につきましては、なん

ていうんでしょうかな、持ち主と言いましょうか、●●●●●●●●●●●だったんですね。昨年です

か、●●●●●●●●●、●●●●●●●●●●●でございますけれども、非常に、場所もいいし、も

ったいないという風な状況ではありましたけども、こういう風に借りてくださる方がおるということ

は非常に、結構なことで、あの現在でもあの●●●●●を少し植えてあり、そんな形で、使用されてお



りますが、非常によろしいことではないかという風に思いますので、よろしくお願い申し上げます。以

上です。 

３区　小久保　健司委員　３区小久保です。先程事務局また委員さんの方から説明してもらった通りで

す。この地域は私の農地パトロールの場所なんで、場所的にも先ほど説明のありました、●●に面し

た、あの一等地です。で、いつも私がこうあの下界に降りる時には、●●を使うんですけど、いいとこ

だなと思って、また今日さっきも、あの通ってきたんですけど、●●●●●また、ちょっと耕作してあ

って、マルチが張ってあって今後期待できるいいところじゃないかと思って、こういうことで、話は違

うんですけど、さっきも３条で出てたように、ますますこの地域で規模拡大を期待したいと思います。

また、あのこれは余計なことなんですけど、うーん、横田会長のお膝元だから、まず若い人の指導も十

分にしてもらえると思って、期待してます。皆さんのご審議をよろしくお願いします。 
議長（横田　友会長）　ありがとうございました。以上が、担当委員および担当農地利用最適化推進

委員の意見でした。 

これより、議案に対する質疑に入ります。あわせて、議案に対する意見を伺います。 

質問等はございませんか。 

７番　豊田　恵男委員　７番豊田です。確認なんですが、その地図でいうと真四角なんですが、３筆あ

るようですが、どのように分かれていますか、３筆。 

事務局（小川主幹）　筆でいうと広い土地になっておりまして、その中の３筆になります。１つは●●

●㎡のうち●●㎡、あと 1 つ●●●㎡のうち●●●㎡、あとは●●●㎡。●●●●番地●がこの部分

で、その内●●㎡がこの部分、●●●●番地●がこの部分で、その内●●●㎡がこの部分ですね。 

７番　豊田　恵男委員　真四角に一つの筆に見えるようになっているので、３筆分けて示してもらって

るんならばわかりやすいので、今後よろしくお願いします。 

事務局（小川主幹）　はい、１筆はここ、もう１筆はここということで、実際には広い筆となっている

ので、次回以降、表示する図面を工夫したいと思います。 

３区　小久保　健司委員　３区小久保です。私もこれ担当したんだけど、これ一つの田んぼですよね。 

議長（横田　友会長）　そうなんです。あの、ここは昔からの田んぼだったんです。それであの田んぼで

すから、少し使い勝手のいいような、筆に関係なく地主が、これを●●●●●の代でそういう形をとっ

たんです。水路が、あの支線が流れてて、そこに入るようになってるんですが、ここ全体が、みんな田

んぼなんです。それが田んぼを辞めてしまって畑にしてるから、表面的に道路から見ると 1 枚に見え

るんです。実際は、３筆で、その内の何㎡ってなるんですよね。だからこれを事務局が、分けるとする

とちょっと、難しいんですよ。地主はあの届出をして一枚にしてくだされば、一番分かりやすかったん

ですが、使い勝手のいい形にしてしまった。筆に関係なく。そういう農地なんです。全体的にいくつと

なっています。この●●●●●●●は、●●●●●●●で働きながら、ここをもう 1 つ●●の農地の

小さいとこをやってて、ここをやるんだったらここをやってごらんっていうことで、私が話したら借り

る気になったんです。要はこういうことで境がないんですよ。だから１枚に見えてしまう、こういうこ

となんです。田んぼだったらこれ３筆じゃ、やりずらくてしょうがないんですよね。だから１枚にして

使ってた。長い月日で、１枚になってしまった、でも届け出は３筆ということなんです。 

４区　富田　典孝委員　ちょっと料金に随分差があるんですね。これ何かあるんですか。貸賃ですか。●

●●円、●●●●円、●●●●円と差があって、なんかあるんですかね。 



事務局（小川主幹）　これは、右からあの３番目の欄に固定賃借とありまして、●●●円、●●●●円、

●●●●円という金額で決まっているという事です。面積に応じて、●●●●円を分けているのかと

思います。全部で、あの●●●●円っていうことになりますので。 

議長（横田　友会長）　他にご意見はございますか 

　（「質疑なし」と言う人あり） 

議長（横田　友会長）　質疑なしと認めます。以上で、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。議案第２１号について市長からの申し出の通り、決定することに賛成をする

諸君の挙手を求めます。 

（挙手を確認する） 

議長（横田　友会長）　全員が賛成であります。よって、本案はそのように決しました。 

 

 

議案第２２号上程　農地法第２条第１項に規定する農地に該当するか否かの判断について 

議長（横田　友会長）　次に議案第２２号農地法第２条第１項に規定する農地に該当するか否かの判 

断についてを議題といたします。事務局に議案の説明をさせます。 

事務局（森前主任）　番号１について説明をいたします。申請地は　●●●●●、畑１筆、●●●㎡

で、平成●●年に申請者が相続で取得した土地になります。案内図をご覧ください。 

申請地は●●●●●●●●●●●●から北●●●ｍ付近に位置しております。 

本件は、この土地が農地法 第２条 第１項に定義する農地に該当するか否かについて、判断をお

願いするものです。土地の所有者から非農地判断について申し出があり、●月●●日に豊田委員

さん、今井委員さん、栗原委員さんと現地を確認しました。 

平成２０年４月１５日付け農林水産省経営局長通知「耕作放棄地に係る農地法 第２条 第１項の

農地に該当するか否かの判断基準等について」によると、次のいずれかに該当する場合、「農地」

に該当しないものとする、とされています。 

①土地が森林の様相を呈しているなど農地に復元することが著しく困難であること。 

②周囲の状況からみて、その土地を農地として復元しても継続して利用することができないと見

込まれるとき。この２点により、現地調査を行いました。 

現地は県道に面しておりますが、土地全体が傾斜しており、土地の大部分が山林化しており、農地

に復元することは著しく困難な状況でした。なお令和●年度の農地パトロールでは、重機と耕う

ん機を併用しなければ農地に復旧が困難な土地として黄色判定を受けています。 

説明は以上です 

議長（横田　友会長）　事務局の説明が終わりました。 

続きまして、担当委員および担当農地利用最適化推進委員の意見を伺います。 

７番　豊田　恵男委員　はい、７番豊田です。概要は、事務局が説明した通りです。先日現地に行って

きました。この写真で見ると本当に緩やかに見える写真ですが、本来ならもっと急な斜面で行ってみ

ると石ころばかりで、昔でしたから親父さん達は手で耕してたと思うんですけども、とても近代農業

の機械は管理機も入らない石が凄いとこです。これも多分森の中の画像写真を撮った時だと思うんで

すけども、あと少しで転がり落ちるところで、危ないって、怪我は自分持ちだよと。だから、写真で見



ると除外はしないように見えますが、実際行ってみると凄いところです。だからこれ、除外案件ですの

で、今井さん、栗原さんに、現地に行ってもらってますんで、私は凄いとこだと思いました。ご審議よ

ろしくお願いします。 

１区　今井　和美委員　1 区の今井です。先日現地を確認しに行ってまいりました。先程の地図で見て

いただくと、皆さんが前に非農地判断をししていただいた、あのすぐ横なんですね。そこは前、皆さん

に非農地と審議していただいたんですけれど、そこの上をいきます。傾斜地が更に多くなって、木もた

くさんあって、20 センチぐらいの石がごろごろしているような状態でした。ご審議をよろしくお願い

します。 

２区　栗原　恒明委員　２区栗原です。事務局、豊田さん、今井さんの言うとおりでございまして、あ

そこで畑はやりたくないです。ご審議よろしくお願いします。 

議長（横田　友会長）　ありがとうございました。以上が、担当委員および担当農地利用最適化推進

委員の意見でした。 

これより、議案に対する質疑に入ります。あわせて、議案に対する意見を伺います。 

質問等はございませんか。 

（「質疑なし」と言う人あり） 

議長（横田　友会長）　質疑なしと認めます。以上で、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。議案第２２号について、農地法第２条第１項に規定する農地には該当しない

ものと判断することに賛成をする諸君の挙手を求めます。 

（挙手を確認する） 

議長（横田　友会長）　全員が賛成であります。よって、農地に該当しないと判断することに決しま

した。 

　 

日程第８　　閉議・閉会 

議長（横田　友会長）　以上で、本日の議事は、すべて終了いたしました。 
これをもちまして秩父市農業委員会　令和８年第４回定例総会を閉会いたします。


